
 

令和６年３月１２日 厚生委員会 

 

市民生活部子育て支援課 

 

 

議 案 説 明 資 料 

 

１ 議案第１８号 田川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部改正について         ・・・Ｐ１ 

 



  

議案第１８号 田川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

  令和５年１２月２６日に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定 

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正された。 

本市では、田川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例（平成２６年条例第３０号）を制定する際、国の基準を参酌し、条項を規定

している。 

このことから、国の関係法令等の改正に伴い、本市の基準条例についても改正を行う 

必要が生じたものである。 

 

２ 改正の主な内容 

  運営規程等をインターネット等により公衆の閲覧に供することの義務化 

 

３ 改正による影響及び効果 

  利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項（運営規程の

概要等）をインターネット上においても閲覧できるようにすることにより、保護者の利

便性の向上を図ることができる。 

 

４ 施行日 

  公布の日から 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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  ○
田
川
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
２
６
年
条
例
第
３
０
号
）
新
旧
対
照
表

 

新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

目
次
か
ら
第
２
２
条
ま
で

 
略

 

 
(
掲
示
等

)
 

第
２
３
条

 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い

場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
利

用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項

を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公

衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ

自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
２
４
条
か
ら
第
５
２
条
ま
で

 
略

 

 
（
電
磁
的
記
録
等
）

 

第
５
３
条

 
略

 

２
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第
４
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者

(
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
」
と
い
う
。

)
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

目
次
か
ら
第
２
２
条
ま
で

 
略

 

 
(
掲
示

)
 

第
２
３
条

 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い

場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
利

用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項

を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

   第
２
４
条
か
ら
第
５
２
条
ま
で

 
略

 

 
（
電
磁
的
記
録
等
）

 

第
５
３
条

 
略

 

２
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第
４
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者

(
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
」
と
い
う
。

)
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

項
」
と
い
う
。
)
を
電
子
情
報
処
理
組
織

(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。

)
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。

)
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 
⑴

 
略

 

 
⑵

 
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

 ３
か
ら
６
ま
で

 
略

 

項
」
と
い
う
。
)
を
電
子
情
報
処
理
組
織

(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。

)
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。

)
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 
⑴

 
略

 

 
⑵

 
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に

よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調

整
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

 

３
か
ら
６
ま
で

 
略
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